
  

1 

○
放
送
大
学
学
園
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
・
文
部
科
学
省
令
第
二
号
）
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

第
一
条 

放
送
大
学
学
園
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る

事
業
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
計
画
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

第
一
条 

（
同
上
） 

一 

（
略
） 

一 

（
同
上
） 

二 

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
大
学
に
お
け
る
教
育
に
必

要
な
放
送
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

二 

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
大
学
に
お
け
る
教
育
に
必

要
な
放
送
等
の
実
施
に
関
す
る
事
項 

三 

（
略
） 

三 

（
同
上
） 

四 

（
略
） 

四 

（
同
上
） 

 
 

 
 

 


